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○網走市環境の保全及び公害の防止に関する条例施行規則 

平成14年３月28日 

規則第15号 

改正 平成15年３月28日規則第14号 

平成17年４月１日規則第15号 

網走市環境保全条例施行規則（昭和49年規則第23号）の全部を改正する。 

目次 

第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 環境保全監視委員の設置等（第５条・第６条） 

第３章 環境の保全上の支障の原因となる行為の規制（第７条―第15条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、網走市環境の保全及び公害の防止に関する条例（平成14年条例第17

号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（開発行為） 

第２条 条例第２条第１項の規則で定める開発行為とは、次に掲げる行為をいう。 

(1) 建築物その他工作物（以下「建築物等」という。）の新築、増築、改築又は修繕（以

下「新築等の行為」という。）をすること。 

(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質の変更（以下「宅地の造成等の行

為」という。）をすること。 

(3) 鉱物を掘採し、又は土石の採取（以下「鉱物等の採取の行為」という。）をするこ

と。 

(4) 水面を埋立て又は干拓（以下「埋立等の行為」という。）をすること。 

(5) 河川、湖沼の水位又は水量の増減（以下「水位等の増減の行為」という。）をする

こと。 

(6) 木竹の伐採をすること。 

(7) その他次に掲げる行為で市長が景観を損壊し、又は災害発生のおそれがあると認め

たもの 

ア 建築物の色彩の変更 

イ 大規模広告物等の掲出、設置又は建築物等への表示 
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ウ 原野又は採草地への火入れ 

エ その他市長が開発行為と認めたもの 

（特定施設） 

第３条 条例第２条第２項の規則で定める特定施設は、別表第１に掲げる施設とする。 

（規制基準） 

第４条 条例第２条第３項の規則で定める規制基準とは、特定施設を設置する工場又は事業

場から発生し、又は排出し、又は飛散するばい煙、粉じん、汚水、廃液、振動、悪臭又は

騒音の量、濃度又は大きさの許容限度をいう。 

第２章 環境保全監視委員の設置等 

（監視委員の委嘱等） 

第５条 条例第４条第２項の規定による監視委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱

するものとする。 

(1) 網走市内に居住する満20歳以上の者 

(2) 環境保全について知識及び深い関心を有し、公正な立場から環境保全行政に協力で

きると認められる者 

２ 監視委員の定数は、若干人とし、市長がこれを定める。 

３ 監視委員の任期は、２年とする。ただし、監視委員が欠けた場合における補欠による監

視委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 監視委員は、市長が定める担当区域において次に掲げる職務を行うものとする。 

(1) 随時巡回して、公害その他環境の保全上の支障（以下「公害等」という。）の発生

を監視すること。 

(2) 発生した公害等を市長に通報すること。 

(3) 公害等の防止について助言し、又は相談に応じて住民意識の向上に協力すること。 

(4) その他必要な職務を行うこと。 

５ 市長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、監視委員を解任することができる。 

(1) 市区域外へ転出したとき。 

(2) 監視委員から辞職の申出があったとき。 

(3) 職務の遂行に支障又は堪えられないとき。 

(4) 監視委員として不適当な行為があったとき。 

６ 監視委員は、第１号様式の身分証明書を携帯し、必要に応じ、関係人に提示しなければ

ならない。 
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（立入検査の身分証明書） 

第６条 条例第５条第２項に規定する身分を示す証明書は、第２号様式とする。 

第３章 環境の保全上の支障の原因となる行為の規制 

（規制基準） 

第７条 条例第10条第１項に規定する規制基準は、別表第２に掲げるとおりとする。 

（特定施設の届出） 

第８条 条例第12条から第３項までに規定する特定施設の届出は、第３号様式によるもの

とする。 

２ 条例第12条第４項に規定する変更の届出は、第４号様式により、廃止の届出は、第５

号様式によるものとする。 

（保全地区の指定） 

第９条 条例第15条に規定する保全地区は、網走市の全域とする。ただし、次の各号に掲

げる地域を除く。 

(1) 自然環境保全法（昭和47年法律第85号）による「保全地域」の地域 

(2) 自然公園法（昭和32年法律第161号）による「指定地域」の地域 

(3) 都市計画法（昭和43年法律第100号）による「用途地域」の地域 

(4) 都市緑地保全法（昭和48年法律第72号）による「緑地保全地区」の地域 

(5) 宅地造成等規制法（昭和36年法律第191号）による「工事規制区域」の地域 

(6) 農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）に基づく農業振興地域整

備計画による「農用地区域」の地域 

(7) 森林法（昭和26年法律第249号）による国有又は民有の「保安林の区域」及び「保

安施設地区」の地域 

(8) 砂防法（明治30年法律第29号）による「砂防設備を要する土地」及び「治水砂防の

ため一定の行為を禁止し、若しくは制限すべき土地」の地域 

(9) 海岸法（昭和31年法律第101号）による「海岸保全区域」の地域 

(10) 河川法（昭和39年法律第167号）による「河川区域」の地域 

(11) 地すべり等防止法（昭和33年法律第30号）による「地すべり防止区域」の地域 

(12) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）による「急

傾斜地崩壊危険区域」の地域 

(13) 北海道立自然公園条例（昭和33年道条例第36号）による「指定区域」の地域 

(14) 北海道自然環境等保全条例（昭和48年道条例第64号）による「指定地域」及び「指
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定区域」の地域 

(15) 網走市水道事業の設置等に関する条例（昭和41年条例第19号）に定める「給水区

域」の地域 

（開発行為の届出） 

第10条 条例第17条第１項の規定による開発行為の届出は、第６号様式によるものとする。 

（届出を要しない開発行為） 

第11条 第２条に掲げる開発行為のうち、次に掲げるものについては前条の規定による開

発行為の届出を要しないものとする。 

(1) 建築物等の新築等の行為で次に掲げるもの 

ア 非常災害のために必要な応急措置として行う新築等の行為 

イ 都市計画法第29条の許可を受けて行う新築等の行為 

ウ 土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第４条第１項の認可を受けて行う新築等

の行為 

エ 新住宅市街地開発法（昭和38年法律第134号）第46条の認可を受けた施行計画に基

づいて行う新築等の行為 

オ 海洋水産資源開発促進法（昭和46年法律第60号）第７条に規定する沿岸水産資源

開発計画に基づく事業に係る増殖又は養殖のための施設の新築等の行為 

カ 水産資源保護法（昭和26年法律第313号）第17条第１項に規定する保護水面の管理

計画に基づいて行う建築物等の新築等の行為 

キ 都市公園法（昭和31年法律第79号）第２条第１項に規定する都市公園又は都市計

画法第４条第６項に規定する都市計画施設である公園緑地若しくは墓園の設置又は

管理に係る新築等の行為 

ク 文化財保護法（昭和25年法律第214号）第27条第１項の規定により指定された重要

文化財及び同法第57条第１項に規定する埋蔵文化財又は同法第69条第１項の規定に

より指定され、若しくは同法第70条第１項の規定により仮指定された史跡名勝天然

記念物の保存のための行為（建築物の新築等の行為を除く。） 

ケ 法令の規定により、又は保安の目的で行う標識の設置 

コ 法令又はこれに基づく処分による業務の履行として行う新築等の行為 

サ 森林の保護管理のための標識の設置 

シ 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これ

らに類する工作物の道路への埋設 
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ス 社寺境内地又は墓地において鳥居、灯ろう、墓碑その他これらに類するものの新築

等の行為 

セ 農業、林業又は漁業を営むために行う建築物等の新築等の行為。ただし、次に掲げ

るものを除く。 

(ア) 住宅又は高さが10メートルを超え、若しくは床面積の合計が300平方メートル

を超える建築物等（仮設のものを除く。）の新築等の行為 

(イ) 用排水施設（幅員２メートル以下の水路を除く。）又は幅員が２メートルを超

える農道若しくは林道の新築等の行為（改築又は増築後において幅員が２メートル

を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。） 

(ウ) 農用地の災害を防止するためのダムの新築 

ソ 主として徒歩又は自転車による交通の用に供する道路の新築等の行為 

タ 工事を施行するための仮設の新築物等（宿舎を除く。）の当該工事に係る工事敷地

内における新築等の行為 

チ 前アからタまでに掲げた建築物等の新築等の行為以外の新築等の行為で次に掲げ

るもの 

(ア) 建築物 高さ５メートル又は床面積の合計200平方メートルに満たない新築等

の行為。ただし、きん舎又は畜舎にあっては床面積の合計は、30平方メートルと

する。 

(イ) 道路 幅員２メートルに満たない道路の新築等の行為 

(ウ) 鉄塔、煙突、電柱その他に類するもので高さ20メートルに満たない新築等の行

為 

(エ) 送水管、ガス管その他これらに類するもので長さ200メートル又は水平投影面

積200平方メートルに満たない新築等の行為 

(オ) その他の工作物で高さ５メートル又は水平投影面積200平方メートルに満たな

い新築等の行為。ただし、空中線系（その支持物を含む。）その他これに類するも

のは、高さ20メートルとする。 

ツ 前アからチまでに掲げるもののほか、市長が景観を損壊し、又は災害の誘発のおそ

れがないと認めた新築等の行為 

(2) 宅地造成等の行為で次に掲げるもの 

ア 非常災害のために必要な応急措置として行う宅地の造成等の行為 

イ 都市計画法第29条の許可を受けて行う宅地の造成等の行為 
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ウ 土地区画整理法第４条第１項の認可を受けて行う宅地の造成等の行為 

エ 新住宅市街地開発法第46条の認可を受けた施行計画に基づいて行う宅地の造成等

の行為 

オ 500平方メートル未満の一団の土地について行う宅地の造成等の行為。ただし、面

積が200平方メートル以上の宅地の造成等の行為で、高さが２メートルを超える法を

生ずる切土又は盛土を伴なう行為及び第７号の行為を除く。 

カ 建築物等の新築等（第１項第17号の基準を超えるものとなる場合における改築又

は増築を除く。）を行うために当該新築等を行う土地の区域内における宅地の造成等

の行為 

キ 農業を営む者がその経営に必要な限度において農地又は採草放牧地に近接して、こ

れと一体として経営することを目的とした宅地の造成等の行為 

ク 建築物の存する敷地内における宅地造成等の行為 

ケ 前アからコまでに掲げるもののほか市長が景観を損壊し、又は災害の誘発のおそれ

がないと認めた宅地の造成等の行為 

(3) 鉱物等の採取の行為で次に掲げるもの 

ア 非常災害のために必要な応急措置として行う鉱物等の採取の行為 

イ 採石法（昭和25年法律第291号）第33条の認可を受けた採取計画に基づいて行う鉱

物等の採取の行為 

ウ 砂利採取法（昭和43年法律第74号）第16条の認可を受けた採取計画に基づいて行

う鉱物等の採取の行為 

エ アからウまでに掲げた鉱物等の採取の行為以外の鉱物等の採取の行為で次に掲げ

るもの 

(ア) 建築物の存する敷地内における鉱物等の採取の行為 

(イ) 鉱業法（昭和25年法律第289号）第５条に規定する鉱業権の設定されている土

地の区域における鉱物等の採取の行為のための試すい 

(ウ) 面積が200平方メートル未満の鉱物等の採取の行為で、高さが２メートルを超

えない法を生ずる切土又は盛土を伴う行為 

オ 前アからエまでに掲げるもののほか、市長が景観を損壊し、又は災害の誘発のおそ

れがないと認めた鉱物等の採取の行為 

(4) 埋立等の行為で次に掲げるもの 

ア 非常災害のために必要な応急措置として行う埋立等の行為 
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イ 土地区画整理法第４条第１項の認可を受けて行う埋立等の行為 

ウ 新住宅市街地開発法第46条の認可を受けた施行計画に基づいて行う埋立等の行為 

エ 都市計画法第29条の許可を受けて行う埋立等の行為 

オ 公有水面埋立法（大正10年法律第57号）第２条の免許を受けて行う埋立等の行為 

カ 前アからオまでに掲げた埋立等の行為以外の埋立等の行為で次に掲げるもの 

(ア) 面積が200平方メートル未満の埋立等の行為 

(イ) 建築物の存する敷地内の池沼等を埋立等の行為 

(ウ) 農業を営む者が農地又は採草放牧地の造成又は改良を行うために当該造成又

は改良に係る土地に介在する池沼等の埋立等の行為 

キ アからカまでに掲げるもののほか市長が景観を損壊し、又は災害の誘発のおそれが

ないと認めた埋立等の行為 

(5) 水位等の増減の行為で、次に掲げるもの 

ア 非常災害のために必要な応急措置として行う水位等の増減の行為 

イ 採石法第33条の認可を受けた採取計画に基づいて行う水位等の増減の行為 

ウ ア及びイに掲げた水位等の増減の行為以外の水位の増減の行為で次に掲げるもの 

(ア) 建築物の存する敷地内の池沼等の水位等の増減の行為 

(イ) 田畑内の池沼等の水位等の増減の行為 

(ウ) 環境保全地区が指定され、又はその区域が拡張された際すでにその新築等に着

手していた建築物等を操作することによる河川湖沼等の水位等の増減の行為 

エ アからウまでに掲げるもののほか、市長が景観を損壊し、又は災害の誘発のおそれ

がないと認めた水位等の増減の行為 

(6) 木竹の伐採で次に掲げるもの 

ア 非常災害のために必要な応急措置として行う木竹の伐採 

イ 都市計画法第29条の許可を受けて行う木竹の伐採 

ウ 採石法第33条の認可を受けた採取計画に基づいて行う木竹の伐採 

エ 砂利採取法第16条の認可を受けた採取計画に基づいて行う木竹の伐採 

オ 土地区画整理法第４条第１項の認可を受けて行う木竹の伐採 

カ 新住宅市街地開発法第46条の認可を受けた施行計画に基づいて行う木竹の伐採 

キ 森林法第10条の２の規定により開発行為の許可を受けて行う木竹の伐採 

ク アからキまでに掲げた木竹の伐採以外の木竹伐採をする行為で、次に掲げるもの 

(ア) 建築物の存する敷地内における高さ10メートル以下の木竹の伐採 
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(イ) 自家の生活の用に充てるための木竹の択伐（単木択伐に限る。） 

(ウ) 森林の保有のための下刈り、つる切り又は間伐 

(エ) 枯損又は危険な木竹の伐採 

(オ) 測量実施調査又は施設の保守のため支障となる木竹の伐採 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、市長が景観を損壊し、又は災害の誘発のおそれ

がないと認めた木竹の伐採 

（既に着手しているものの届出） 

第12条 条例第17条第３項に規定する開発行為の届け出は、第７号様式によるものとする。 

（開発行為に伴う植樹基準） 

第13条 条例第18条に規定する開発行為を行った地域の空地への植樹は、次の基準の一に

よらなければならないものとする。 

(1) 10平方メートル当たり、高木（成木に達したときの樹高が４メートル以上の樹木を

いう。以下同じ。）１本以上を植樹すること。 

(2) 20平方メートル当たり、高木を１本以上及び低木（高木以外の樹木をいう。以下同

じ。）を20本以上植樹すること。 

２ 植樹は、開発行為完了後１年６箇月以内に行うよう努めなければならないものとする。 

（拡声機の使用制限区域） 

第14条 条例第19条に規定する住居の環境が良好である区域又は静穏を保つ必要がある施

設とは、次に掲げるものとする。 

(1) 都市計画法第８条に規定する第１種住居地域及び第２種住居地域 

(2) 学校（各種学校を含む。） 

(3) 老人福祉施設（養護受託者、老人福祉センターを除く。）、身体障がい者施設（身

体障がい者福祉工場、補装具製作施設、身体障がい者福祉センターを除く。）、保護施

設（宿所提供施設を除く。）、母子福祉施設（母子福祉センター、母子休養ホームを除

く。）等の福祉施設 

(4) 病院及び診療所で患者を入院させる施設を有するもの 

(5) 図書館、博物館、美術館その他社会教育施設 

(6) その他の施設で市長が特に必要があると認めた施設 

（拡声機の使用基準） 

第15条 条例第19条に規定する商業宣伝その他営業の目的をもって使用する拡声機の使用

は、次のとおりとする。ただし、祭典、観光行事その他一時的な売り出し等の商業宣伝そ
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の他営業の目的による使用で市長が特に認めたときは、この基準によらないことができる

ものとする。 

(1) 拡声機の設置距離は、静穏を要する施設の敷地境界から30メートル以上とすること。 

(2) 午後７時から翌日の午前９時までの間は、拡声機の使用をしないこと。 

(3) 同一場所において拡声機を連続して使用するときは、10分以内とし、１回につき10

分以上の休止をとること。 

(4) ２以上の拡声機の間隔は、50メートル以上とすること。 

(5) 幅員８メートル未満の道路では、拡声機の設置はしないこと。 

(6) 地上10メートル以上の位置での拡声機の使用はしないこと。 

(7) 音量は、拡声機の直下の地点から10メートル離れた地点で60ホン以下とすること。

ただし、10メートル以内に人の居住する建築物がある場合は、当該建築物の敷地境界

線上からの地点とする。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成15年規則第14号） 

この規則は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年規則第15号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

特定施設 

１ ばい煙発生施設 

番号 施設名 規模 

1 ボイラー（熱風ボイラーを含み熱源として電気又は廃

熱のみを使用するもの及び硫黄化合物の含有率が体

積比で0.1パーセント以下であるガスを燃料として専

焼させるものを除く。） 

日本工業規格B8201及びB8203

の伝熱面積が5平方メートル以

上10平方メートル未満のもの 

２ 粉じん発生施設 

番号 施設名 規模 

1 製綿機（古綿打直しも含む。） すべてのもの 

３ 汚水発生施設 

番号 施設名 規模 
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1 動物の飼養施設（公共水域に排出しているものとす

る。ただし、法律又は道条例により規制されているも

の及び公共下水道に排出しているものを除く。） 

上水道（簡易水道を含む。）給

水区域内にあっては、牛、馬、

豚各5頭以上、鶏30羽以上、ミ

ンク50頭以上 

その他の区域にあっては、常時

牛、馬、豚及びミンク100頭以

上、鶏1,000羽以上を飼養する施

設 

2 公衆浴場（公共下水道の処理計画区域外に所在し、公

共用水域に排水しているものとする。） 

3 旅館の営業用浴槽（〃） 

4 し尿浄化槽（〃） 

  

４ 悪臭発生施設 

番号 施設名 規模 

1 動物の飼養施設 

（ただし、道条例により規制されているものを除く。）

上水道（簡易水道を含む。）給

水区域内にあっては、牛、馬、

豚各5頭以上、鶏30羽以上、ミ

ンク50頭以上。その他の区域に

あっては、常時牛、馬、豚及び

ミンク100頭以上、鶏1,000羽以

上飼養する施設 

５ 騒音発生施設 

番号 施設名 規模 

1 帯のこ盤（移動式のものを除く。） 原動機の定格出力が0.75キロワ

ット以上、製材用のものにあっ

ては、15キロワット未満、木工

用のものにあっては、2.25キロ

ワット未満であること。 

2 丸のこ盤（移動式のものを除く。） 〃 

3 かんな盤（移動式のものを除く。） 原動機の定格出力が0.75キロワ

ット以上、2.25キロワット未満
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であること。 

4 グラインダー（移動式のものを除く。） すべてのもの 

別表第２（第７条関係） 

規制基準 

◎大気 

A ばい煙発生施設に係る排出基準 

工場等において排出する硫黄酸化物の量ばいじんの量の許容限度は、次に定めるとお

りとする。 

(1) 硫黄酸化物の排出基準 

次の式により算出した硫黄酸化物の量とする。 

q＝K×10（－３）×He２ 

備考 

１ この式においてq・K及びHeは、それぞれ次の値を表すものとする。 

q：硫黄酸化物の量（温度摂氏０度、圧力１気圧の状態に換算した立方メートル毎時） 

K：大気汚染防止法施行規則（昭和46年／厚生省／通商産業省／令第１号）別表第１に

掲げる網走市の地域に定められた値 

He：次の式により補正した排出口の高さ（単位メートル） 

He＝Ho＋0.65（Hm＋Ht） 

Hm＝0.795√（Q・V）／（１＋（2.58／V）） 

Ht＝2.01×10（－３）・Q・（T－288）・（230LogJ＋（１／J）－１） 

J＝（１／√（Q・V））（1.460－296×（V／（T－288））＋１ 

２ これらの式においてHe・Ho・Q・V及びTはそれぞれ次の値を示すものとする。 

He＝補正された排出口の高さ（単位メートル） 

Ho＝排出口の実高さ（単位メートル） 

Q＝温度15度における排出ガス量（単位立方メートル毎秒） 

V＝排出ガスの排出速度（単位メートル毎秒） 

T＝排出ガスの温度（単位絶対温度） 

(2) ばいじんの排出基準 

施設 基準 

固体燃料 0.8グラム ボイラー 

液体燃料 0.4グラム 
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備考 

1 この表に掲げるばいじんの量は、日本工業規格Z8808に定める方法により測定される

量として表示されたものとし、当該ばいじんの量には燃料の点火、灰の除去のための

火層整理、又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん（1時間につき合計

6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。）は、含まれないものとする。 

2 ばいじんの量が著しく変動する施設にあっては、一工程の平均の量とする。 

3 ばいじんの量は、温度が0度であって、圧力が気圧の状態に換算した排出ガス1立方メ

ートルの中の量とする。 

B 粉じん発生施設に係る規制基準 

粉じん発生施設を設置する工場又は事業場等にあっては、次に掲げる粉じんに係る規

制基準のうちいずれかの措置をすること。 

１ 作業場から直接外気に接する出入口及び窓に網戸が設置されていること。 

２ 防じんカバー及び集じん装置が設置されていること。 

３ 前２号と同時以上の効果を有する措置が講じられていること。 

◎水質 

汚水等に係る排水基準 

工場等において排出する汚水等の汚染状態に係る項目の許容限度は、次に定めるとおり

とする。 

(1) 人の健康の保護に係る項目 

有害物質の種類 許容限度 

カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム0.1ミリグラム 

シアン化合物 1リットルにつきシアン1ミリグラム 

有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチ

オン、メチルジメトン及びEPNに限る。） 

1リットルにつき1ミリグラム 

鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛1ミリグラム 

六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム 

砒素及びその化合物 1リットルにつき砒素0.5ミリグラム 

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 水銀につき検出されないこと。 

アルキル水銀化合物 検出されないこと。 

備考 

「検出されないこと」とは、排水基準を定める省令（昭和46年総理府令第35号）第2
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条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合におい

て、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 

(2) 生活環境の保全に係る項目 

項目 許容限度 

水素イオン濃度（水素指数） 海域以外の公共用水域に排出されるもの5.8

以上8.6以下海域に排出されるもの5.0以上9.0

以下 

生物化学的酸素要求量 

（単位1リットルにつきミリグラム） 

160（日間平均120） 

化学的酸素要求量 

（単位1リットルにつきミリグラム） 

160（日間平均120） 

浮遊物質量 

（単位1リットルにつきミリグラム） 

200（日間平均150） 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含

有量） 

（単位1リットルにつきミリグラム） 

5 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油

脂類含有量） 

（単位1リットルにつきミリグラム） 

30 

フェノール類含有量 

（単位1リットルにつきミリグラム） 

5 

銅含有量 

（単位1リットルにつきミリグラム） 

3 

亜鉛含有量 

（単位1リットルにつきミリグラム） 

5 

溶解性鉄含有量 

（単位1リットルにつきミリグラム） 

10 

溶解性マンガン含有量 

（単位1リットルにつきミリグラム） 

10 

クロム含有量 2 
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（単位1リットルにつきミリグラム） 

ふっ素含有量 

（単位1リットルにつきミリグラム） 

15 

大腸菌群数 

（単位1立方センチメートルにつき個） 

日間平均3,000 

備考 

1 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚水状態について定めたも

のである。 

2 「公共用水域」とは、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）第2条第1項の定義に

ついて準用する。 

3 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出

される排出水に限って適用し化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼

に限って適用する。 

4 この表に掲げる排水基準は、1日当たり平均的な排出水の量が50平方メートル以上で

ある事業場等に係る排出水について適用する。 

◎騒音 

騒音に関する規制基準 

工場等の特定施設から発生する騒音の許容限度は、次に定めるとおりとする。 

時間区分

区域区分 

昼間（午前8時から午後7

時まで） 

朝（午前6時から午前8時

まで） 

夕（午後7時から午後10

時まで） 

夜間（午後10時から翌

日の午前6時まで） 

第1種区域 45デシベル 40デシベル 40デシベル

第2種区域 55デシベル 45デシベル 40デシベル

第3種区域 65デシベル 55デシベル 50デシベル

備考 

１ 区域の区分は、次のとおりであって、特定工場等において発生する騒音及び特定建

設作業に伴って発生する騒音について規制する地域（昭和54年北海道告示第757号）

により指定された区域とする。 

第１種区域 良好な住居の環境を保全するため特に静穏の保持を必要とする区域 

第２種区域 住居の用に供されているため静穏の保持を必要とする区域 
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第３種区域 住居の用とあわせて商業工業等の用に供されている区域であって、区

域内の住民の生活環境を保全するため騒音の発生を防止する必要がある区域 

２ 騒音の測定場所は、工場等の敷地境界線上とする。ただし、敷地境界線上において

測定することが適当でないと認められる場合は、敷地境界線以遠の任意の地点におい

て測定することができるものとする。 

３ デシベルとは、計量法（平成４年法律第51号）別表第２に定める音圧レベルの計

量単位をいう。 

４ 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。

この場合において周波数補正回路はA特性を、動特性は速い特性(FAST)を用いるこ

ととする。 

５ 騒音の測定方法は、当分の間、日本工業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法に

よるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。 

(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。 

(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね

一定の場合はその変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。 

(3) 騒音計の指示値が不規則、かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセント

レンジの上端の数値とする。 

(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でな

い場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値と

する。 
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第１号様式（第５条関係） 

第２号様式（第６条関係） 

第３号様式（第８条関係） 

第４号様式（第８条関係） 

第５号様式（第８条関係） 

第６号様式（第10条関係） 

第７号様式（第12条関係） 

 


